
　　　静岡県国民健康保険運営方針 取組項目・評価指標一覧

取組項目 内容 評価指標 達成状況（2022） 取組項目 内容 理由 備考

第１章　基本的事項

１　国民健康保険運営方針の趣旨 略 － － １　国民健康保険運営方針の趣旨 略 － － －

２　運営方針の位置付け 略 － － ２　運営方針の位置付け 略 － － －

３　対象期間等 略 － － ３　対象期間等
対象期間を６年とし、３年後に
中間見直し

－ － 法改正に伴う

第２章　国保の医療に要する費用及び財政の見通し　

１　被保険者等の状況、医療費の動向及
び見通し

略 － －
１　被保険者等の状況、医療費の動向及
び見通し

略 － － －

２　財政収支の改善に係る基本的な考え
方

略 － －
２　財政収支の改善に係る基本的な考え
方

略 － － －

３　赤字解消・削減の取組 略 赤字繰入れのない市町 34／35 ３　赤字解消・削減の取組 略 継続 赤字繰入れのない市町
目標を達成していないため、また目標達成後も継
続的な取組が必要なため

４　財政安定化基金の活用 略 － － ４　財政安定化基金の活用
財政調整事業を追加し、特例
基金を削除

－ － 条例改正等に伴う

第３章　保険料の標準的な算定方法と保険料水準の統一 法改正に伴う

１　納付金及び標準保険料率の算定方
法

略 － －
１　納付金及び標準保険料率の算定方
法

αの段階的引下げ、高額医
療費負担金等の共同負担、
激変緩和措置終了に伴い記
載を削除

－ －

市町との協議や国の方針等を参考に、次期運営方
針対象期間中に、市町の納付金に医療費水準を
反映しない算定方法（α＝０） とし、引下げの段階
（年次計画）及び引下げに当たっての財政措置（イ
ンセンティブ等）については、2025年度納付金の算
定開始時（2024年９月）までに検討を行う。

2024年度納付金まではα＝１ 
とする。

２　保険料水準についての考え方 略 － － ２　保険料水準の統一についての考え方

・これまでの協議状況の整理
・最終目標を「完全統一」とす
る
・ 議論を段階的に進めるため
に、３つの段階に区分をし、
詳細なロードマップを整理
・次期運営方針では第一段
階の「納付金ベースの統一」
を目指す。

新規
統一賦課方式を採用している市
町

・国の運営方針策定要領に基づき、市町との協議
を踏まえ、本県において将来的に保険料水準の
「完全統一」を目指すこととする。
・現行運営方針で、次期運営方針改定時に目標時
期の再検証を行うとしているため、可能な項目につ
いては目標時期を設定する。

2023年度達成状況　23／35

３　「保険料」「保険税」方式 略 － － ３　「保険料」「保険税」方式 略 － － －

第４章　保険料の徴収の適正な実施

１　収納率目標 略 － － １　収納率目標 目標数値の修正 － － 時点修正
目標数値は国数値が公表され
次第修正

２　収納対策の取組 略
保険者規模別収納率目標達成
市町

24／35
（速報値）

２　収納対策の取組 略 継続 規模別収納率目標達成市町 目標を達成していないため

第５章　保険給付の適正な実施

１　療養費の支給の適正化 略

柔道整復療養費の多部位、長
期、頻回患者に対し調査等を実
施し、適正受診の指導を行う市
町

35／35 １　療養費の支給の適正化 略 継続

柔道整復療養費の多部位、長
期、頻回患者に対し調査等を実
施し、適正受診の指導を行う市
町

目標を達成しているが、継続的な取組が必要なた
め

２　診療報酬明細書（レセプト）点検の充
実強化

略
レセプト点検事務手引きに基づ
き点検を行う市町

35／35
２　診療報酬明細書（レセプト）点検の充
実強化

略 継続
レセプト点検事務手引きに基づ
き点検を行う市町

目標を達成しているが、継続的な取組が必要なた
め

３　第三者行為求償事務の強化に資す
る取組

国の方針等を踏まえ、2023年
３月に評価指標を変更

必須指標の目標値を達成した市
町

（変更）
国が示した４指標の目標値を達
成した市町

　　11／35（2020）

（変更）
　　　　　3／35

３　第三者行為求償事務の強化に資す
る取組

略 継続
国が示した４指標の目標値を達
成した市町

目標を達成していないため
保険者努力支援制度の評価指
標と整合

４　高額療養費の多数回該当の取扱い 略
判定基準に従った運用を行う市
町

35／35 ４　高額療養費の多数回該当の取扱い 略 継続
判定基準に従った運用を行う市
町

目標を達成しているが、継続的な取組が必要なた
め

５　県による保険給付の点検 略
広域的見地（県内市町間でで異
動のあったレセプト）における県
による点検実施率

100％ ５　県による保険給付の点検 略 継続
広域的見地（県内市町間でで異
動のあったレセプト）における県
による点検実施率

目標を達成しているが、継続的な取組が必要なた
め

６　不正請求に係る費用の返還を求める
取組

略 － －
６　不正請求に係る費用の返還を求める
取組

略 － －

現行（2021（令和３）年度～2023（令和５）年度） 次期（2024（令和６）年度～2029（令和11）年度）（改定案）

評価指標

第１章　基本的事項

第２章　国保の医療に要する費用及び財政の見通し

第３章　保険料の標準的な算定方法

第４章　保険料の徴収の適正な実施

第５章　保険給付の適正な実施
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　　　静岡県国民健康保険運営方針 取組項目・評価指標一覧

取組項目 内容 評価指標 達成状況（2022） 取組項目 内容 理由 備考

現行（2021（令和３）年度～2023（令和５）年度） 次期（2024（令和６）年度～2029（令和11）年度）（改定案）

評価指標

第６章　医療に要する費用の適正化の取組

略
年間12か月を対象とした医療費
通知実施市町

35／35
（取組項目分割）
１　医療費通知の実施

略 継続
年間12か月を対象とした医療費
通知実施市町

目標を達成しているが、継続的な取組が必要なた
め

略
後発医薬品の使用割合が政府
目標を達成している市町

21／35
（2022年９月）

継続
後発医薬品の使用割合が政府
目標を達成している市町

医療費適正化計画の目標値と
整合

略

後発医薬品使用促進の取組に
ついて、使用状況を年齢別等に
類型化し、把握した上で事業目
標を立てている市町

30／35 継続

後発医薬品使用促進の取組に
ついて、使用状況を年齢別等に
類型化し、把握した上で事業目
標を立てている市町

３　リフィル処方箋の普及促進

2022年度診療報酬改定で導
入されたリフィル処方箋の制
度概要等について、被保険
者に対し周知・啓発を行う

新規
被保険者に対し、リフィル処方箋
について周知・啓発を行ってい
る市町

市町における被保険者への周知・啓発の取組が低
調なため
また、国の医療費適正化計画基本方針との整合を
図るため

保険者努力支援制度の評価指
標と整合
2023年度達成状況　10／35

特定健康診査受診率（60％以
上）

35.4％
（2022年度速報値）

継続 特定健康診査受診率

特定保健指導実施率（60%以
上）

31.7％
（2022年度速報値）

継続 特定保健指導実施率

追加
保険者努力支援制度における
「特定健康診査受診率」の評価
で加点がある市町

県全体の取組を評価するこれまでの指標に加え、
市町ごとの取組を評価するため

保険者努力支援制度の評価指
標と整合

追加
保険者努力支援制度における
「特定保健指導実施率」の評価
で加点がある市町

県全体の取組を評価するこれまでの指標に加え、
市町ごとの取組を評価するため

保険者努力支援制度の評価指
標と整合

３　重複服薬者等に対する取組
（１）重複服薬者・重複受診者に対するア
プローチ

（１）国保連提供リストを基に訪問
指導等のアプローチを行う市町

34／35
５　重複服薬者・重複受診者に対するア
プローチ

取組項目分割
文言
修正

国保連提供リストを基に通知や
訪問・指導等のアプローチを行
う市町

「通知」を追加するなど、保険者努力支援制度の評
価指標と整合性を図る

保険者努力支援制度の評価指
標と整合

（２）薬剤使用の適正化
（２）かかりつけ薬剤師等による
服薬情報の一元的・継続的把握
等の取組を支援する市町

18／35 ６　薬剤使用の適正化に係る取組 取組項目分割 変更

被保険者に対し、お薬手帳を１
冊にまとめることや多剤服用等
に関する周知・啓発を行ってい
る市町

分かりやすい評価指標とするため、保険者努力支
援制度の評価指標と整合性を図る

保険者努力支援制度の評価指
標と整合

４　糖尿病性腎症重症化予防の取組 略

県版予防プログラムに沿った取
組を行い、保険者努力支援制度
における「重症化予防の取組の
実施状況」の全ての項目で加点
のある市町

7／35 ７　糖尿病性腎症重症化予防の取組 略 継続

県版予防プログラムに沿った取
組を行い、保険者努力支援制度
における「重症化予防の取組の
実施状況」の全ての項目で加点
のある市町

目標を達成していないため

５　保健事業の実施計画（データヘルス
計画）の活用

略

データヘルス計画に係る保健事
業の実施・評価について、第三
者との連携体制が構築されてい
る市町

35／35
８　保健事業の実施計画（データヘルス
計画）の活用

略 修正

データヘルス計画に係る保健事
業の実施・評価に当たり、外部
有識者として地域の医師会等の
保健医療関係者等を構成員と
する委員会または協議会（国保
連合会の支援・評価委員会等）
の助言を得ている市町

継続的な取り組みが必要なため、保険者努力支援
制度の評価指標と整合性を図る

保険者努力支援制度の評価指
標と整合

６　保健事業の先進的事例の横展開 略 各種会議・研修に参加する市町 35／35 ９　保健事業の先進的事例の横展開 略 継続 各種会議・研修に参加する市町
目標を達成しているが、継続的な取組が必要なた
め

第７章　国保事業の広域的及び効率的な運営

１　被保険者証

（変更）
１　マイナンバーカードの被保険者証利
用（マイナ保険証）

国の方針等を踏まえ、2023年
３月に取組項目・評価指標を
変更

被保険者番号を個人単位化し
た新保険者証を交付する市町
数

（変更）
マイナンバーカードの被保険者
証利用（マイナ保険証）登録率
60％以上

　　　　　35／35

（変更）
　　　　　16／35
 (2023年７月19日時点）

１　マイナンバーカードの被保険者証利
用（マイナ保険証）

略
目標値
変更

マイナンバーカードの被保険者
証利用（マイナ保険証）登録率
70％以上

これまでの登録率の推移と最新の数値を踏まえた
目標値を設定

2024年秋にマイナ保険証が義
務化されるため、中間見直しの
際に新たな取組と評価指標を
検討

２　保険料の減免基準の標準化 略
県標準に沿って減免基準を設け
ている市町

18／35 ２　保険料の減免基準の標準化 略 継続
県標準に沿って減免基準を設け
ている市町

目標を達成していないため

３　一部負担金の減免基準の標準化 略
県標準を満たす減免基準を設
けている市町

29／35 ３　一部負担金の減免基準の標準化 略 継続
県標準を満たす減免基準を設
けている市町

目標を達成していないため

４　保険者共同処理事務の推進 略 － － ４　保険者共同処理事務の推進 共同処理事務の名称の整理 － －

５　市町村事務処理標準システム

（変更）
５　標準準拠システムの導入

国の方針等を踏まえ、2023年
３月に取組項目・評価指標を
変更

標準システムの導入市町

(変更)
2025年度末までに標準準拠シス
テムの移行を決定した市町

　　　　　35／35

（変更）
　　　　　　－

５　標準準拠システムの導入 略 変更
標準準拠システムへ移行した市
町

2025年度末の目標達成に向け、実態に合わせた評
価指標とするため

2025年度に目標達成見込みの
ため、中間見直しの際に新たな
取組と評価指標を検討

第６章　医療に要する費用の適正化の取組

第７章　国保事業の広域的及び効率的な運営

１　医療費通知の実施、後発医薬品
（ジェネリック医薬品）の普及促進 （取組項目分割）

２　後発医薬品（ジェネリック医薬品）の
普及促進

略 目標を達成していないため

２　特定健康診査の受診率及び特定保
健指導の実施率の向上

略
４　特定健康診査の受診率及び特定保
健指導の実施率の向上

略

目標を達成していないため
医療費適正化計画の目標値と
整合

略
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　　　静岡県国民健康保険運営方針 取組項目・評価指標一覧

取組項目 内容 評価指標 達成状況（2022） 取組項目 内容 理由 備考

現行（2021（令和３）年度～2023（令和５）年度） 次期（2024（令和６）年度～2029（令和11）年度）（改定案）

評価指標

第８章　保健医療サービスに関する施策等との連携

１　しずおか茶っとシステム、国保データ
ベース（ＫＤＢ）システムを活用した健康
課題の把握

略
システムを活用して健康課題の
把握を行う市町

35／35
１　しずおか茶っとシステム、国保データ
ベース（ＫＤＢ）システムを活用した健康
課題の把握

略 変更
システムを活用して健康課題を
把握し、課題の解決に向けて事
業を展開している市町

現行の取組に対する評価指標を全市町が達成して
いるため、そこから一歩進んだ評価指標とする

２　被保険者の健康づくりに向けたインセ
ンティブの提供

略
ふじのくに健康マイレージなどの
インセンティブの提供を行う市町

35／35
２　被保険者の健康づくりに向けたインセ
ンティブの提供

略 継続
ふじのくに健康マイレージなどの
インセンティブの提供を行う市町

目標を達成しているが、継続的な取組が必要なた
め

ふじのくに健康増進計画と整合

３　地域包括ケアシステムの推進 略
保険者努力支援制度における
「地域包括ケアの取組」の評価
で加点がある市町

29／35 ３　地域包括ケアシステムの推進 略
文言
修正

保険者努力支援制度における
「地域包括ケア推進の取組」の
評価で加点がある市町

「推進」を追加し、保険者努力支援制度の評価指標
と整合性を図る

４　高齢者の保健事業と介護予防の一体
的な実施の推進

略
高齢者の保健事業を一体的に
実施する市町

23／35
４　高齢者の保健事業と介護予防の一体
的な実施の推進

略 継続
高齢者の保健事業を一体的に
実施する市町

目標を達成していないため
2024年度に目標達成見込みの
ため、中間見直しの際に指標の
見直しを検討

第９章　関係市町相互間の連絡調整等

１　静岡県国保運営方針連携会議の開
催

略 － －
１　静岡県国保運営方針連携会議の開
催

略 － － －

２　運営方針の見直し 略 － － ２　運営方針の見直し 略 － － －

３　ＰＤＣＡサイクルの実施 略 － － ３　ＰＤＣＡサイクルの実施 略 － － －

４　広報、啓発 略 － － ４　広報、啓発 略 － － －

５ 他の医療保険者、関係団体等との連
携

略 － －
５ 他の医療保険者、関係団体等との連
携

略 － － －

６　他計画との関係 略 － － ６　他計画との関係 略 － － －

７　保険者努力支援制度の活用 略 － － ７　保険者努力支援制度の活用 略 － － －

第８章　保健医療サービスに関する施策等との連携

第９章　関係市町相互間の連絡調整等
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